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令和４年度 第１回 全国健康保険協会北海道支部評議会開催結果（概要） 

 

 

令和４年７月 20日（水）全国健康保険協会北海道支部（THE PEAK SAPPORO ４階 

会議室Ａ）において、９名中８名の評議員の出席をいただき、令和４年度第１回全国

健康保険協会北海道支部評議会を開催いたしました。その概要につきましては、以下

のとおりです。 

 

１． 日 時 令和４年７月 20日（水） １４：００～１６：００ 

 

２.  場 所 全国健康保険協会北海道支部 

（THE PEAK SAPPORO ４階 会議室Ａ） 

 

３．  出席評議員 海野評議員、尾池評議員、小倉評議員、片桐評議員、 

武山評議員、知野評議員、牧野評議員、吉田評議員  

（五十音順） 

 

４．  議 事 

 

（１）令和３年度決算見込みについて 

企画総務部長より資料に基づき説明後、議事に対する意見があった。 

 

（２）令和３年度北海道支部事業結果報告について 

各グループ長より資料に基づき説明後、議事に対する意見があった。 

 

（３）新型コロナ感染症にかかる医療費及び医療保険者を取り巻く動向 

企画グループ長より資料に基づき説明後、議事に対して特段意見はなかった。 

 

 

５． 議事に対する評議員からの主なご意見・ご発言 

    以下のとおり。 

 

議題１：令和３年度決算見込みについて 

 

コロナ禍以降２割程度の企業が負債を返済できないと言われており、協会けんぽの加
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入状況にも少なからず影響があるのではないかと推察されるが、協会けんぽ全体に占め

る小規模事業所ならびに個人事業主による加入の割合はどのくらいか。（事業主代表） 

➢協会けんぽの加入事業所は、８割以上が被保険者10名未満である。なお、個人事業主

の加入割合について、本会議において正確な実数は把握できていない。（事務局） 

 

議題２：令和３年度北海道支部事業結果報告について 

 

特定保健指導について、当日型や外部委託による保健指導では協会保健師と比べて

「質に違いがある」と思うが、質の向上をどのように考えているか。また、健診受診率

を引き上げるために、どのような方法を考えているのか。（被保険者代表） 

➢保健指導の質の問題については、委託指導機関への研修会等を行うことによって、標

準化を図っていきたい。また、健診受診率の引き上げについては、事業所健診結果デー

タをどれだけ取得できるかにかかっており、業界団体や健診機関へのアプローチに注力

し、受診率を伸ばしていきたい。（事務局） 

 

扶養者資格の再確認について、「マイナンバーの事前振り分け作業」とあるが、どの

ような中身なのか。また、その作業により発送が遅延したとあるが、意味のあるものだ

ったのか。（被保険者代表） 

➢住民票データにより、同居別居を事前に把握することで、仕送りの有無の確認が必要

であるかなど、より確実に作業ができるようにしたものである。初めての試みであった

ため、昨年度は発送に遅延が生じたが、今年度は予定通りに発送できる見通しである。

（事務局） 

 

医療関係者から「ジェネリック医薬品の確保が難しい」と聞くが、供給状況はどうな

っているのか。今後も協会のジェネリック医薬品推進の姿勢は変わらないのか。（事業

主代表） 

➢詳細な供給状況の情報は入ってきていないが、未だ安定供給には至っていないと思わ

れる。協会事業として、軽減額通知の送付時には、安定供給と使用促進のバランスを取

りながら、不祥事を起こしたメーカーや不足している医薬品を除外するなどの工夫を行

っており、今後も医療費適正化の有効な取り組みとして使用促進を推奨していく。（事

務局） 

 

北海道だけの問題ではないが、各種申請について、被保険者の利益と保険者の事業効

率化のため、オンラインによる申請を検討してほしい。困難であればその理由は何か。

（学識経験者） 

➢現状のシステムでは、個人情報の漏洩等といった対策が難しいためかと思われる。（事
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務局） 

 

紙での申請、オンライン資格確認どちらも申請主義的なところに問題を感じる。制度

論として自動的に限度額の制度が適用されないものなのか。（学識経験者） 

➢オンライン資格確認が全ての医療機関で導入されれば申請は必須ではなくなる。ただ

し、オンライン資格確認の利用時でも本人の意思確認が必要なことに変わりはない。（事

務局） 

 

メンタル疾患となった者が、傷病手当金を受給している例が多数あると思われるが、

保険者は、業務上か否かなどの発症理由をどこまで把握しているのか。（学識経験者） 

➢申請時に傷病の発生理由を記入してもらい、労働災害が疑われる場合は労働基準監督

署に相談するように促している。ただ、業務上の理由だけが発生原因でない場合もあり、

判断が難しいところである。（事務局） 

私傷病に限り健康保険が使用されるという大前提があり、適正な健康保険制度の運営

のためには、制度間調整や基準の整理が必要ではないかと考える。（学識経験者） 

 

議題３：新型コロナ感染症にかかる医療費及び医療保険者を取り巻く動向 

 

意見なし。 

 

 

以上 


